
小・中学校 特別の教科 道徳 

 

１．道徳科における評価の基本的態度 

道徳科は、道徳教育の目標に基づき、各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育と

密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によって道徳性を養うことがねらいです。 

道徳性とは、人間としてよりよく生きようとする人格的特性であり道徳的判断力、道徳的心情、道徳的実践意欲と態度を

諸様相とする内面的資質です。このような道徳性が養われたか否かを評価することはなじまないため、道徳科の評価では、「知

識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」という観点別の評価は行いません。 

児童生徒がいかに成長したかを、各児童生徒の学習状況や成長の様子を適切に把握し、積極的に受け止めて認め、励

ます視点から、個人内評価として行います。 

 

２．評価の進め方 

道徳科の評価にあたっては、道徳科の学習活動に着目し、年間や学期といった一定の時間的なまとまりの中で行います。

児童生徒が道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての

考えを深める学習によって表れる学びの姿や道徳性に係る成長の様子を把握することが大切です。また前述のような評価の

視点やワークシートやノートの記述、授業での発言の観察・記録など評価のために集める資料を学校全体で共通認識を持っ

ておくことで、児童生徒の理解が深まり、変容を確実につかむことができます。また、それらを児童生徒や保護者に対して伝える

ことも重要です。 

 

３．評価の観点例とその見取りの視点 

（例）学習活動を通して道徳的価値やそれに関わる諸様相を、より多面的・多角的な見方へと発展させているか。 

<視点> 

・ 道徳的価値に関わる問題に対する判断の根拠やそのときの心情を様々な視点から捉え、考えようとしている。 

・ 自分と違う立場や考え方や感じ方を理解しようとしている。 

・ 複数の道徳的価値の対立が生じる状況で取り得る行動を多面的・多角的に考えようとしている。 

 

 

 

 

「特別の教科 道徳」実践事例集 104 頁（平成 30 年２月 大阪府教育庁）より 

 

４．児童生徒の学習状況及び成長の様子についての評価実践例 

（実践例）複数回の授業を通じて、児童生徒が記載した内容の中から学習状況及び道徳性に係る成長の様子を 

見取る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ルールは大事だが、○○がルールをやぶった気持ちも分かる」 

「グループで話し合って、違った考え方もあるということに気付いた」 

「他人の過ちに対しては、公正に接する一方で、寛大な心で過ちの原因を聞くことも必要だ」 

学習指導要領（平成 29 年告示）のポイント【評価編】 

「特別の教科 道徳」実践事例集 105 頁（平成 30 年２月 大阪府教育庁）より 

※ 他の実践例については、「特別の教科 道徳」実践事例集 105~108 頁参照 

「人間とルール」では、「作られたきまりよ
り自分で作ったきまりの方が守れる」と、
自分なりに考え、それをいかしていきたい
と考えることができました。 
 

「規則の尊重」に関する複数の道徳の授業を

通して、自分なりに考えを深めた瞬間をとらえ

た表現であると判断しました。 

 

評価の記載の一例 

※以下、「道徳科」と記載 



「友情、信頼」を取り扱う授業で、それに関連する普段

の様子を３つの視点で事前に見取っています。 

５．組織的・計画的な評価実践例 
 学習評価の妥当性、信頼性を担保するための取組みとして、例えば、日常的に授業を交流し合い、評価の視点などについ
て共通理解を図ることなどが考えられます。このように、組織的な指導体制により、他の教員と児童生徒の学習状況等につい

て意見を交流することで、多面的・多角的に評価するとともに、教員自身の評価に関わる力量を高めます。また、こうした取り

組みを進めるにあたっては、評価結果について教員間で検討し、評価の視点などについて共通理解を図る必要があります。 

 

（実践例①）座席表を、参観者が学習状況を見取るための資料として活用 

 校内で授業を公開する際、取り扱う内容項目に関わる普段の様子を担任が事前に見取り、座席表に記すことで、参観した

教員が、日常との関連で学習状況を見取るようにしています。 

 参観者が複数いる場合は、どの児童生徒の状況を見取るのか分担を決めておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（実践例②）教員による記録の活用 

TT で授業を行う際は、T２の教員が、児童生徒の発言などを記録するように 

しています。その際は、焦点をあてたい児童生徒の状況や内容項目に係る普段の 

様子などについて、事前に打合せします。 

 

担任だけで授業する際は、板書を写真に残して、児童生徒の発言の記録として 

活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の学習状況を見取るために集めた資料を持ち寄り、学年や学校全体で交流、検討を行うことで、評価の観点に

ついて共通理解を図り、指導の改善に生かすことができます。またこのようにして見取った児童生徒の学習状況を認め、励ます

評価として、指導要録や通知表にどのように記載するかについても、学校全体で検討し、共通理解を図る必要があります。 

T２の教員が児童の発言などを記録したメモ 

「特別の教科 道徳」実践事例集 110 頁（平成 30 年２月 大阪府教育庁）より 

※ 他の実践例については、「特別の教科 道徳」実践事例集 110~112 頁参照 


